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山梨県合同輸血療法委員会 I&A委員会の取り組みと中小規模病院に対する

輸血医療の点検視察の意義について
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山梨県では平成 18 年から山梨県合同輸血療法委員会 I&A委員会による輸血医療の点検視察が開始された．施設
の自発的受審ではなく県が視察病院を指定して，10 施設の中小規模病院に対して点検視察が実施された．点検視察
の結果「改善すべき」と指摘された事項は輸血検査や輸血用血液製剤の管理に関する項目が多く，「改善が望ましい」
と指摘された事項は輸血管理体制や製剤の保管管理に関する項目が多かった．点検視察の指摘事項に関する改善状
況のアンケート調査の結果では病院間で改善状況に差があることが示され，改善が進まない背景には輸血責任医師
が兼任で実質的に不在であることや検査技師の人員不足等の問題があると考えられた．I&A活動の目的は輸血実施
手順や輸血管理体制の標準化により病院の規模に関係なく安全で適正な輸血が実施されることである．山梨県 I&
A委員会の継続的な取り組みによって県内の中小規模病院の問題点の改善と輸血医療の向上を目指し，将来的には
中小規模病院の学会 I&A受審につなげたいと考える．
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はじめに
山梨県では昭和 59年に県内輸血医療関係者の協力に

よって「山梨輸血研究会」が発足し，次いで平成 3年
には山梨県赤十字血液センターが中心となって県内主
要病院の輸血管理部門担当者を対象とした「血液製剤
の需給に係る連絡会議」，平成 9年には県内主要病院の
輸血管理責任医師を対象とした「輸血療法委員会懇談
会（その後，輸血療法委員会委員長会議と名称変更）」
が設置されるなど，安全で適正な輸血療法の推進への
県内での取り組みが行われてきた．平成 17 年 6 月に出
された厚生労働省医薬食品局血液対策課長通知「血液
製剤の適正使用推進に係る先進事例等調査結果及び具
体的強化方策の提示等について」１）において合同輸血療
法委員会の設置が提示されたことを踏まえて上記の既
存会議をとりまとめる形で県主催の「山梨県合同輸血
療法委員会」が設置された．さらに前述の通知におい
て，合同輸血療法委員会で討議されるべき議題として

「輸血医療に関する相互査察の実施」が挙げられたこと
により平成 18 年度に「山梨県合同輸血療法委員会 I&A
委員会」（以下，県 I&A委員会）が新設された．山梨県
内で輸血を実施している病院の多くが一般病床数 500
床未満の中小規模病院であり，安全で適正な輸血実施
のために中小規模病院に対して県 I&A委員会が点検視
察を実施している．今回，県 I&A委員会の活動状況と
調査方法について報告するとともに，県 I&A委員会の
点検視察を受けた中小規模病院（10 施設）に対して点
検視察受審後の改善状況に関するアンケート調査を行っ
たので，その結果を踏まえて中小規模病院の輸血実施
体制における問題点と中小規模病院が輸血医療の点検
視察を受けることの意義について検討した．

活動状況
1．組織構成
山梨県合同輸血療法委員会の組織構成を示す（Fig.

1）山梨県合同輸血療法委員会 I&A委員会
2）山梨大学医学部附属病院輸血細胞治療部
3）富士吉田市立病院臨床検査科
4）市立甲府病院輸血管理室
5）山梨県立中央病院輸血管理科
6）社会保険山梨病院検査室
7）山梨県赤十字血液センター
〔受付日：2010 年 4 月 13 日，受理日：2011 年 11 月 4 日〕
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Fig.　1　Composition of the Yamanashi Prefectural Joint Committee of Blood Transfusion 
Therapy

1）．県 I&A委員会の委員は山梨大学医学部附属病院輸
血細胞治療部医師（委員長），山梨県福祉保健部衛生薬
務課長補佐，山梨県内の主要な 6病院の輸血部門臨床
検査技師 6名，山梨県赤十字血液センター技術課職員
2名の計 10 名で構成され，県知事から委嘱を受けてい
る．適正な輸血医療の推進のために，県内で輸血を実
施している全病院に対する点検視察の実施を目的とし
て平成 18 年から活動を開始した．

2．点検視察開始前の準備
県 I&A委員会活動の開始前に以下の準備を行った．
1）山梨県版の輸血医療に関する点検視察チェックリ

ストの作成
まず，点検視察項目の基準が必要であるため山梨県

版の「輸血医療に関する点検視察チェックリスト」（以
下，県チェックリスト）を作成した．これは日本輸血・
細胞治療学会 I&A委員会のチェックリスト（以下，学
会チェックリスト）（第 2版）に準拠し，平成 17 年 9
月に通知された「輸血療法の実施に関する指針（改訂
版）」，「遡及調査ガイドライン」の内容も追加したもの
である．なお，県内の中小規模病院には輸血認定医や
輸血認定技師が不在であること等，学会チェックリス
トの項目に対応できていない問題を勘案し，県チェッ
クリストの作成にあたっては学会チェックリストの項
目の一部を割愛して中小規模病院でも輸血療法を行う
上で整備されていなければならないと考えられる項目
を網羅するようにした．このチェックリストは製本さ
れて輸血用血液製剤の使用実績のある県内 80病院に配
布され，各病院で輸血医療に関する自己点検に役立て
てもらうことになった．
2）I&Aの講演会の開催
県内病院の検査技師の多くは I&Aの点検視察につい

て必ずしも充分に理解していないと考えられたので，
I&Aの啓蒙を図り，その理解を深めることを目的とし
て日本輸血・細胞治療学会関東甲信越支部 I&A委員会
委員の医師を講師に招き，「輸血の I&Aの意義」や「点

検視察時のチェックポイント」をテーマとする講演会
を開催した．
3）「県チェックリスト」を用いた自己点検
輸血部門の検査技師が自施設の輸血業務のあり方に

ついて見直すと同時に現状の問題点とその改善策を考
える機会とするために県内各病院の輸血部門で県チェッ
クリストを用いて自己点検を実施した．その後，自己
点検の結果に関して意見交換を行い，ARM（Accredi-
tation Requirement Manual）に記載されている「I&A
の考え方と方法」２）を参照して問題点を再確認するため
に勉強会を開催した．この自己点検の勉強会を通して
県チェックリストによる点検視察の実施についての周
知を図ると同時に，県 I&A委員会による点検視察の受
け入れを促すようにした．

3．点検視察の実施
県 I&A委員会設置前の平成 17 年度には 2病院に対

して土曜日に模擬点検視察を行い，平成 18 年度より県
内で輸血用血液製剤の使用量が多い病院から順に点検
視察を開始した．山梨県の場合は病院の自発的受審に
よる点検視察ではなく，輸血用血液製剤の使用実績等
を考慮して県 I&A委員会が視察病院を決定し，山梨県
福祉保健部長が点検視察の実施について視察対象病院
長に文書で通知している．この点検視察は山梨県が病
院を認定することが目的ではなく，県 I&A委員会とい
う第三者が視察病院の輸血医療における問題点を指摘
し必要に応じて助言することにより，視察病院の問題
点が改善されて適正な輸血医療が実施されるようにな
ることを目指している．
視察対象病院からの事前提出資料等については福岡

県 I&A委員会のインスペクション対象資料チェックリ
スト３）を参考にした．点検視察の際には県チェックリス
トに関する質疑応答，輸血療法委員会の議事録や業務
手順書の確認等の書類審査，輸血部門及び病棟や手術
室等の輸血実施部署の視察を実施した．点検視察後に
県 I&A委員が改善を要する問題点について協議を行い，
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報告書を作成した．輸血医療を適切に行い，安全性を
確保する上で必要不可欠な項目が満たされていないと
判断される事項（「輸血同意書の説明文書の不備」，「製
剤の外観検査の未実施」，「保冷庫の温度設定の不備」な
ど）を「改善すべき事項」とし，改善の必要があると
判断されても改善に相当の費用が必要な事項，或いは
改善のためにある程度の時間を要すると考えられる事
項（「血漿分画製剤の輸血部門での一元管理の未実施」，
「保冷庫のメーカーによる保守点検の未実施」，「検体ラ
ベルの手書き記入」など）については「改善が望まし
い事項」として記載し，各問題点に関する改善案も併
記した上で日本輸血・細胞治療学会 I&A（以下，学会
I&A）委員会のインスペクション報告書に準じた様式
の点検視察報告書を作成して視察日から約 2カ月後に
県へ報告した．県福祉保健部長は点検視察の結果（点
検視察報告書）を対象病院へ通知し，対象病院は報告
書の通知から約 1カ月後に指摘事項に対する改善計画
書を県へ提出することとした．これまでに模擬視察を
含めて 13 病院について点検視察を行った．なお，点検
視察後の再視察は実施していない．

4．アンケート調査の実施
一般病床数 500 未満の中小規模病院の点検視察実施

後の改善状況を調査し，点検視察の効果とその意義に
ついて検討するために，点検視察を受けた 10 病院（Ta-
ble 1）の輸血部門担当者に対して点検視察項目（輸血
管理体制，輸血用血液製剤の搬入・保管管理，輸血用
血液製剤の在庫・返品管理，輸血用血液製剤の受払い
管理，輸血検査，輸血実施，輸血副作用の管理・対策，
自己血輸血）の指摘事項への対応状況（点検視察後の
改善の有無，具体的な状況等）についてアンケート調
査を実施した．

結 果
1．県チェックリストを用いた自己点検
県 I&A委員会の点検視察開始前に，県チェックリス

トを用いた自己点検結果を各施設が持ち寄って実施し
た勉強会は中小規模病院の輸血部門の検査技師が自施
設の輸血実施体制を見直す良い機会となった．一方で
は人員不足の問題，医師や看護部との協力体制の問題，
設備や予算の問題など，中小規模病院が抱える輸血医
療の問題が明らかになった．

2．点検視察結果（Table 2）
県内の中小規模病院10施設に対する点検視察の結果，

「改善すべきである」と指摘された項目の総数は 10 施
設で 169 項目に及び，その内訳は輸血検査に関する事
項が 70 項目と最も多く，次いで輸血用血液製剤の保管
に関する事項が 23 項目であった．輸血検査の中で血液
型検査の二重チェックの不備に関する事項が最も多く，
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Table　2　Number of items identified as requiring im-
provement by inspection and accreditation

指摘された項目数

改善すべき 改善が
望ましい

B 輸血管理体制と役割 14 28
C 輸血用血液製剤の搬入 5 2
D 輸血用血液製剤の保管管理 23 29
E 輸血用血液製剤の在庫・返品管理 1 2
F 輸血用血液製剤の受け払い管理 9 11
G 輸血検査 70 15
H 輸血実施 21 4
I 副作用の管理・対策 13 23
J 自己血輸血 13 12
L　その他 0 2

合計 169 128

Table　3　State of improvement of the problems identified in each hospital

改善すべき項目 改善が望ましい項目

改善済み 指摘項目数 改善率（%） 改善済み 指摘項目数 改善率（%）

A病院　 10 13  76.9 8 12 66.7
B 病院　 7 8  87.5 9 13 69.2
C 病院 15 15 100.0 12 13 92.3
D 病院 3 3 100.0 7 10 70.0
E 病院　 14 18  77.8 7 18 38.9
F 病院 16 18  88.9 4 8 50.0
G 病院　 24 27  88.9 10 15 66.7
H 病院　 15 20  75.0 8 14 57.1
I 病院　 12 22  54.5 0 12  0.0
J 病院　 13 19  68.4 9 13 69.2

合計 129 163  79.1 74 128 57.8

8 施設が指摘を受けた．次に緊急時・大量輸血の輸血検
査マニュアル等の整備不備で 7施設，手術準備血の輸
血検査方法の再検討や日当直の輸血検査マニュアルの
作成不備などで 6施設が指摘を受けた．輸血用血液製
剤の保管では自記温度記録計や保冷庫内温度管理の不
備が 6施設で，新鮮凍結血漿の融解時の温度不備が 6
施設で認められた．また，「改善が望ましい」と指摘さ
れた項目の総数は 10 施設での合計が 128 項目で，その
内訳は，輸血用血液製剤の保管に関する事項が 29項目，
輸血管理体制に関する事項が 28 項目，次いで副作用の
対策に関する事項が 23 項目であった．輸血管理体制に
ついては，「輸血療法委員会で血漿分画製剤の使用状況
について報告が行われていない」が 7施設，「輸血療法
委員会の診療科医師の参加が少ない」が 6施設，「輸血
に関するインシデント報告の未実施」が 6施設で認め
られた．なお，山梨県内のほとんどの中小規模病院で
は輸血用血液製剤の備蓄用在庫を有しないため保冷庫
の遠隔警報装置が設置されていなくても可としたが，
自己血採血を行い輸血部門で自己血を保管している施

設に対しては「保冷庫の遠隔警報装置の未設置」を改
善すべき事項とした．

3．点検視察後の改善状況に関するアンケート結果
（Table 3）
点検視察後の改善状況について中小規模病院10施設

からアンケートの回答を得た．「改善すべき項目」では，
輸血管理体制（輸血療法委員会への診療科医師の参加，
輸血医療に関するマニュアルの整備），輸血用血液製剤
の管理（製剤の入出庫時の外観検査，保冷庫の適切な
温度設定，保冷庫内の実測温度測定，自記温度記録計
の設置，新鮮凍結血漿の適切な温度での融解），輸血検
査（血液型検査の二重チェック，適切な方法での輸血
検査の実施，緊急輸血の検査手順），自己血輸血（自己
血採血の実施手順の見直し）については概ね改善され
ていた．また，「改善が望ましい項目」では，輸血管理
体制（血漿分画製剤の輸血療法委員会での使用状況報
告），輸血用血液製剤の管理（保冷庫の温度の定期的チェッ
クの実施）についてほぼ改善されていた．一方，中小
規模病院では手書き台帳による輸血製剤の入出庫管理
や，手入力での輸血検査結果の検査システムへの登録
が行われていることが多いのが現状であるが，輸血部
門の点検視察の結果，輸血管理業務が煩雑である上に
検査結果の入力間違いなどの人為的ミスが発生する恐
れがあると考えられた場合には，視察病院に対する注
意喚起の意味も込めて「改善すべき項目」として輸血
管理システムの導入の必要性を指摘し，自己血輸血を
行う病院に対しては「改善すべき項目」として保冷庫
の遠隔警報装置の設置を指摘したが，これらの項目に
ついては導入経費の問題のために改善されていなかっ
た．また，輸血の適正使用に関しては医師の協力が得
られないという理由で改善が図られていない施設が認
められた．多くの中小規模病院では少人数の検査技師
により検体検査と生理検査，輸血検査が行われており，
輸血検査専従の検査技師が配置されにくい上に定期的
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な輸血検査のトレーニングが行われていないため「改
善が望ましい事項」として輸血担当の検査技師育成の
必要性を指摘した．しかし，少ない人員で通常の検査
業務を行う中では輸血検査技師を育成するための時間
がなかなか確保できないことに加えて，輸血検査につ
いて指導できる立場の技師が不在であることを理由に
改善が図られていない施設が認められた．さらに，検
査技師の人員不足の影響で輸血療法委員会の開催すら
できず，「改善が望ましい」と指摘を受けた事項（輸血
療法委員会への複数診療科の医師の参加・製剤の温度
管理や保冷庫の点検・輸血払い出し時の確認項目など）
に関して改善作業を進めることのできない施設が認め
られた．点検視察全般を通じて，改善が進んでいない
施設からは「医師や看護師，病院管理部門の協力が必
要な事項に関しては検査技師だけではどうにもならな
い．輸血管理責任医師が兼任のため診療業務が多忙で
輸血業務改善に充分に関わってもらうことができない．」，
「検査技師の異動が多いために輸血担当技師が育成され
ておらず，輸血業務の経験年数の少ない検査技師では
どのように改善を進めていけばよいかが分からない．」，
「検査技師数が少ない上に通常業務では輸血検査だけで
なく検査業務も担当するため，業務に時間をとられて
点検視察での指摘事項の改善作業を進められない．」な
どの意見があった．

考 察
I&Aは各施設の輸血管理が「前もって決められた基

準」に従って行われているか否かを第三者が視察・点
検し，問題点を検証・指摘するとともに改善指導する
任意のシステムであり４），点検視察で第三者の指摘を受
けることにより自己点検では気づきにくい輸血業務の
問題点が明らかになると考えられる．山梨県の中小規
模病院に対する県 I&A委員会の点検視察の結果，輸血
検査や製剤管理に関して，安全性を確保する上で必要
不可欠な事項であり「改善すべきである」と指摘され
た項目が多かったということは中小規模病院の場合に
は標準的とは言えない，その病院独特の方法で輸血検
査や製剤管理が行われている場合が少なくないことを
示している．したがって点検視察の受審が契機となっ
て輸血検査方法や輸血管理体制が標準的なものに改め
られる効果が期待される．その観点から，県の事業と
して県 I&A委員会が点検視察を行うことで，1）県 I&A
委員会が視察先病院を指定し，県の通知として点検視
察結果の報告書を受審病院に送付するので，輸血に関
する問題点の指摘とその改善のための提言を行いやす
い．2）通常の医療監視では目の届きにくい輸血管理体
制への助言を行うことができる．3）点検視察の受審は
輸血部門担当者だけでなく，医師や病院職員が自施設

の輸血医療体制を改めて見直す機会になる，などの意
義があると考えられる．しかし，点検視察後の改善状
況に関する受審病院へのアンケート調査の結果からは，
点検視察後に輸血管理体制や製剤管理業務，輸血検査
に関してある程度の改善が図られているものの改善状
況は病院間で差があり，指摘事項の改善が十分には進
んでいない病院もあることが明らかになった．指摘事
項の改善が進んだ病院と進まなかった病院で差が生じ
る原因は，輸血医療の改善の必要性に対する病院管理
者の理解不足も一因であるが，やはり輸血責任医師の
実質的な不在や，輸血検査に関わる技師の人員不足が
大きな理由であると考えられる．アンケートで中小規
模病院の輸血検査技師から寄せられた意見にも中小規
模病院の輸血部門が抱える問題点が示されている．し
かし，県 I&A委員会が中小規模病院の点検視察を行い，
輸血管理体制上の問題点を病院に対して指摘したこと
で中小規模病院の輸血医療における課題を病院管理者
に認識してもらうことができたとも言えるので，県 I&A
委員会としては中小規模病院の輸血医療体制の向上を
目標に，問題点の指摘だけではなく，点検視察と点検
視察報告書を通じて指摘事項の改善に向けて中小規模
病院の輸血部門担当者を支援することも今後の重要な
課題であると考えられる．そのためには，点検視察受
審後の輸血業務改善に対する病院管理者や病院職員の
認識が一時的なもので終わることなく輸血医療の問題
点の改善へ向けた病院の継続的な取り組みも求められ
る．その上で，中小規模病院に対する指摘事項の改善
状況を実際に確認する意味でも今後，県 I&A委員会は
再視察の実施を考慮する必要がある．I&Aの目標は病
院の輸血療法や輸血管理手順の標準化が図られ，病院
規模に関係なく等しく安全で適正な輸血が実施される
ようになることであり，学会 I&Aは日本輸血・細胞治
療学会の事業として実施されているので，本来ならば
中小規模病院も学会 I&Aを受審し認証されることが望
まれる．しかし，I&Aというシステムの認知度が低い
ことや学会 I&Aの認定基準のハードルが高いと認識さ
れていることもあり，市中病院や中小規模病院が学会
I&Aを自発的に受審することは少ない５）と思われる．ま
た，県 I&A委員会の点検視察の経験を踏まえると，中
小規模病院に対する点検視察の実施は，輸血実施体制
が整備されて輸血医療がある程度の水準に達している
中規模以上の病院に対するものとは大きく異なること
を認識しておく必要がある．地方の中小規模病院の輸
血医療に関しては単にチェックリストだけでは評価で
きない細かい多くの問題点が内在しているので，中小
規模病院に対して点検視察から認証に至るまでには相
当の手間と時間を要することを理解しておくべきであ
る．山梨県においても，将来的に県 I&A委員会の点検
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視察で一定の輸血医療の水準を満たすと判断された中
小規模病院には学会 I&Aの受審を促すようにしたいと
考えているが，そのためには中小規模病院における輸
血検査実施体制の整備や輸血検査技師の育成が必要に
なる．県の事業として中小規模病院の輸血医療の点検
視察を行うことの利点を活かし，県 I&A委員会の点検
視察の取り組みを通して県内の中小規模病院の輸血医
療の底上げを図ることが重要と思われる．
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Abstract:

The Yamanashi Prefecture Joint Committee of Blood Transfusion Therapy, I&A Committee started an inspec-
tion program for transfusion medicine in 2006. The institutions under reviewwere 10 small- andmedium-sized hospi-
tals, selected not on a voluntary basis but by designation by the Yamanashi Prefecture I&A Committee. Inspection
revealed that items that “required improvement” were mostly concerned with blood type tests and the management
of blood products for transfusion. Many items for which “improvement was desirable” were frequently concerned
with the transfusionmanagement system and the storage andmanagement of products. A questionnaire on the state
of improvement of problems recognized by the inspection program as requiring improvement showed that states of
improvement varied among hospitals. Improvement was apparently hindered by such background factors as a lack
of doctors responsible for blood transfusion and shortage of laboratory technicians. To standardize transfusion ther-
apy and transfusion management procedures in hospitals and ensure equally safe and appropriate blood transfusion
regardless of hospital size, it is necessary that the prefectural administration makes continuous efforts to tackle the
problems identified with the goal of improving transfusion medicine in small- and medium-sized hospitals. It is hoped
that in the future such small- and medium-sized hospitals will receive inspection and accreditation from The I&A
Committee of The Japan Society of Transfusion Medicine and Cell Therapy.

Keywords:

Small- and medium-sized hospitals, transfusion medicine, inspection and accreditation

�2012 The Japan Society of Transfusion Medicine and Cell Therapy
Journal Web Site: http:��www.jstmct.or.jp�jstmct�


